
　

　

　

　

　

11:20～11:30 鶴喰生活改善センター 　　　　　☎ ４５－２２１２

坂本支所前

11:20～11:40 坂本支所前

4月24日
(水)

 9:00～ 9:10 藤本公民館前

 9:20～ 9:30 佐瀬野公民館前

 9:40～ 9:50 下鎌瀬（宇曽越橋付近）

 9:55～10:05 三坂公民館前

10:20～10:30 寺前瀬（ＪＡ坂本支所前）

10:40～10:50 久多良木地区多目的集会施設 《問い合わせ》

10:55～11:05 小川内公民館前（山口地区）

旧責分校前

10:10～10:20 平野（二俣橋付近） 10:25～10:35 合志野（和嶋横駐車場）

10:40～10:50 青少年センター（プール横広場） 10:40～10:45 渋利公民館前

　　　　　　・注射料金　3,100円 (新規登録の場合　別途3,000円)

　　　●　注射会場での犬の行動は、連れてきた方の責任となります。

　 　 　　また、注射をする際は、犬を抑えていただきますので、必ず犬を制御できる方でお願いします。

　　　●　犬の体調が悪かったり、都合が合わなかったりした場合は、無理をせず、動物病院での注射をお勧

　　　　　めします。

月日 予定時間 会　場 月日 予定時間 会　場

「新入学期における子供の交通事故防止対策強化」実施！
　　　【実施期間】　平成３１年４月８日（月）～４月１５日（月）

　　　【推進事項】　（１）街頭における交通安全指導及び保護誘導活動の推進

　　　　　　　　　　（２）通園・通学路の安全の確保

　　　　　　　　　　（３）効果的な交通安全教育と広報活動の推進

資源物分別研修会のお知らせ
　循環社会推進課職員による資源物分別研修会を開催します。

　　　　　　日　時：２０１９年５月２１日（火）　午後２時～午後３時

　　　　　　場　所：坂本コミュニティセンター　大ホール

　　　　　　内　容：「資源物の分け方・出し方」

　　　　　　対象者：分別指導にあたっている方　及び　参加希望者（各地区１～２名程度）

　＊本研修会の参加については後日、市政協力員もしくは自治会長様宛に開催のご案内を発送する予定です。

　　　　　　　　　　　　　　《問い合わせ》　地域振興課　市民サービス係　　☎ ４５－２２１２

２０１９年度の「ごみ収集カレンダー」をお届けします。
　「２０１９年度ごみ収集カレンダー」を、広報やつしろ４月号と同時に各世帯に配布しています。

　ごみ出し日をカレンダーで確認していただき、収集日以外の日に「ごみ」や

「資源」を集積所に出さないようご注意ください。

　今年度、用紙サイズを変更し、大きくわかりやすくしました。ぜひ、ご活用ください。

　　＊集積場の管理は各自治会で行われています。ごみ出しルール、マナーを守って周囲

　　　に迷惑が掛からないようにご協力お願いします。

　　　　　　　　　　　　　　《問い合わせ》　地域振興課　市民サービス係　　☎ ４５－２２１２

２０１９年度坂本支所管内狂犬病集合注射のお知らせ
　下記の日程で、狂犬病の集合注射を行ないます。

　　※※注意事項※※

　　　　熊本県弁護士会法律相談センター

県南　巡回「無料」法律相談会　開催のお知らせ
　熊本県弁護士会法律相談センターでは、以下要領で「無料」法律相談会を実施します。

　　　　　【日　時】　平成３１年４月１８日（木）　午後１時～午後４時

　　　　　【場　所】　坂本支所　２階会議室

　　※ご相談は、お一人様３０分です。

　　※予約制となっておりますので、末尾の予約電話番号へお電話のうえ、ご予約をお願いします。

　　　　　　　予約電話番号

　　　　　　　　ＴＥＬ　０９６－３２５－０００９　（熊本県弁護士会法律相談センター）

≪２０１９年度　行政相談所開設のお知らせ≫
　行政相談は、国の委嘱を受けた行政相談委員が国、県などの施策につい

て相談や苦情をお聞きして、解決のお手伝いをするものです。

　今年度も、毎月第４週の火曜日（祝日の場合は翌開庁日）の午前１０時

から午後３時まで開設します。

　２０１９年度の開設予定は、右記のとおりです。

　なお、電話での相談もできますので、お気軽にご利用下さい。

　　●場　　　　所　　　坂本支所２階会議室

　　●行政相談委員　　　森上 幸久 氏（上葉木）
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　　※電話による相談

　　　・行政苦情１１０番　☎０５７０－０９０１１０

　　《問い合わせ》

　　　地域振興課　市民サービス係　　☎ ４５－２２１２

　　　　　　　　予約受付　月曜～金曜　午前９時～午後５時（祝日を除く）

　★☆★市税等の納期について★☆★
　　５月７日（火）納期限のものは

　　☑国民健康保険税　　　　１期

　　☑介護保険料　　　　　　１期

　　☑簡易水道使用料４月分〈３月使用分〉　です。

　　※納付にお困りの場合は、お早めにご相談ください。 　　　《問い合わせ》

　　※納期限が土曜日、日曜日にあたる場合は、次の月曜 　　　　地域振興課　市民サービス係

　　　日になります。 　　　　　☎ ４５－２２１２

毎月１１日は『人権を確かめ合う日』です。

　　　●　開始直後は大変混み合いますので、周りの犬にご注意下さい。

　　　●　犬と一緒に持参するもの

　　　　　　・申請書 (同封の用紙　問診票を事前に記入すること)

4月23日
(火)

 9:00～ 9:05 古田公民館前

4月25日
(木)

 9:00～ 9:10 下片岩公民館横空地

 9:10～ 9:20 西部地区多目的集会施設  9:20～ 9:30 日田地（日田地橋付近）

 9:25～ 9:40 今泉（松泉閣下広場）  9:35～ 9:45 大平（三叉路付近）

 9:50～10:00 原女木公民館前  9:55～10:05

11:00～11:05 木々子公民館前 10:55～11:10

　　地域振興課　市民サービス係

市税等の納付には、便利で確な

口座振替をおすすめします。

【２０１９年度開設予定日】

・ ４月２３日（火）

・ ５月２１日（火）

・ ６月１８日（火）

・ ７月２３日（火）

・ ８月２０日（火）

・ ９月２４日（火）

・１０月２３日（水）

・１１月１９日（火）

・１２月２４日（火）

・ １月２１日（火）

・ ２月１８日（火）

・ ３月２４日（火）
～次回の行政相談のお知らせ～

と き ： 平成３１年４月２３日（火）

時 間 ： 午前１０時～午後３時

場 所 ： 坂本支所 ２階会議室

行政相談委員 ： 森上 幸久 氏


